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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　化粧用配合物を睫毛又は眉毛に塗布するアプリケータであって、
　長手方向軸線に沿って延びる遠位部分を備えたステムと、
　前記ステムの前記遠位部分に取り付けられたブラシとを有し、前記ブラシは、剛毛を支
持したコアを有し、前記コアは、平面内に完全に含まれている長手方向軸線に沿って延び
、前記コアは、第１の側面に向かって凹状の第１の曲線及び前記第１の側面と反対側の第
２の側面に向かって凹状の第２の曲線を有し、前記第１の曲線は、前記第２の曲線とは異
なっており、
　前記コアの前記長手方向軸線は、少なくとも一回、前記ステムの前記長手方向軸線と交
差しており、
　前記ブラシの前記コアは、前記コアの前記長手方向軸線に沿ってその自由端部に向かっ
て進む際、前記ステムの前記遠位部分に向かって引き返してはおらず、
　前記第１の曲線及び前記第２の曲線は各々、頂点を有し、２つの前記頂点は、前記ステ
ムの前記長手方向軸線の各側に位置しており、
　前記ブラシの剛毛の自由端は、観察の目的で真っ直ぐにされたときに前記コアの長手方
向軸線に関して円対称ではない包絡面Ｅを定め、
　前記第１の曲線の前記頂点のところで測定された第１の曲率半径は、前記第２の曲線の
前記頂点のところで測定された第２の曲率半径よりも小さく、前記第１の曲線は、前記第
２の曲線よりも前記ステムの前記遠位部分の近くに位置しており、
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　前記第２の曲率半径は、前記第１の曲率半径とは、少なくとも１０％だけ異なり、
　前記包絡面は、前記コアが真っ直ぐにされたときに、前記コアの少なくとも一部に沿っ
て円錐形又は切頭円錐形である、
アプリケータ。
【請求項２】
　前記コアに沿う任意の箇所における前記コアの前記長手方向軸線の接線は、前記ステム
の前記長手方向軸線と９０°未満の角度をなす、請求項１記載のアプリケータ。
【請求項３】
　前記第１の曲線と前記第２の曲線は、次の特性、即ち、前記曲線の形状及び曲率半径の
うちの少なくとも一方が互いに異なっている、請求項１記載のアプリケータ。
【請求項４】
　所与の曲線の頂点と前記ステムの前記長手方向軸線との間の距離は、少なくとも第１の
曲線及び第２の曲線に関してゼロではない、請求項１記載のアプリケータ。
【請求項５】
　前記第１の曲線は、前記第２の曲線が前記長手方向軸線に沿って延びる第２の距離より
も短い第１の距離にわたり前記ステムの前記長手方向軸線に沿って延びている、請求項１
記載のアプリケータ。
【請求項６】
　前記コアの前記長手方向軸線は、前記第１の側面に向かって凹状である第３の曲線を定
めている、請求項１記載のアプリケータ。
【請求項７】
　前記コアの前記長手方向軸線と前記ステムの前記長手方向軸線は、複数の箇所、特に２
つ又は３つの箇所で交差している、請求項１記載のアプリケータ。
【請求項８】
　睫毛又は眉毛への塗布のための配合物を収容した容器と、請求項１記載のアプリケータ
とを有するアプリケータ付き包装器具。
【請求項９】
　前記ブラシが前記容器から取り出されているとき、前記ブラシを拭き取るワイパー部材
を有する、請求項８記載の器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、化粧品、メーキャップ又はケア製品用配合物、例えばマスカラを睫毛又は眉
毛に塗布するアプリケータ及びかかるアプリケータを有するアプリケータ付き包装器具に
関する。
　本発明は、特に、長手方向軸線に沿って延びる遠位部分を備えたステム及びステムを遠
位部分に取り付けられたブラシを有するアプリケータであって、ブラシがコア及びコアか
ら延びる剛毛を備えたアプリケータに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ブラシが撚り合わされた線材又は細線の２つの枝で形成されたコアを有し、２つの枝相
互間に剛毛が捕捉されている形式の多くのアプリケータが知られている。
【０００３】
　欧州特許第１９３８７０９号明細書は、中間平面に沿って平らである形状の断面を有し
、コアの長手方向軸線に平行である少なくとも１つの面を定める包絡面を備えた撚りコア
型ブラシを有する器具を開示している。
　欧州特許第１２３６４２１号明細書は、互いに平行ではない少なくとも２つの軸線回り
に湾曲しているブラシを記載している。
【０００４】
　日本国特開２００５‐０８７６３５号公報は、睫毛の形状に一致するよう円弧の形をな
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して湾曲している撚りコアを有するマスカラアプリケータであって、撚りコアがその自由
端部にフロック加工アプリケータを備えたマスカラアプリケータに関する。
　米国特許第６５０８６０３号明細書では、ブラシは、３つの連続した直線状部分を有し
、第１の部分は、ステムと整列関係をなし、第２の部分は、傾斜しており、第３の部分は
、第１の部分に平行である。
　米国特許第４２４１７４３号明細書では、ブラシは、曲率軸線回りに湾曲している。
　欧州特許第１０２０１３６号明細書では、ブラシの形状は、同一の曲率半径のひと続き
の円弧に一致している。
　米国特許第６００３５１９号明細書は、巻き毛を処理するブラシに関する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】欧州特許第１９３８７０９号明細書
【特許文献２】欧州特許第１２３６４２１号明細書
【特許文献３】日本国特開２００５‐０８７６３５号公報
【特許文献４】米国特許第６５０８６０３号明細書
【特許文献５】米国特許第４２４１７４３号明細書
【特許文献６】欧州特許第１０２０１３６号明細書
【特許文献７】米国特許第６００３５１９号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ブラシを有するアプリケータを更に一層改良することが要望されており、本発明は、こ
の要望を満足させようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の例示の実施形態は、化粧用配合物を睫毛又は眉毛に塗布するアプリケータであ
って、
　・長手方向軸線に沿って延びる遠位部分を備えたステムと、
　・ステムの遠位部分に取り付けられたブラシとを有し、ブラシは、剛毛を支持したコア
を有し、コアは、平面内に完全に含まれている長手方向軸線に沿って延び、コアは、第１
の側面に向かって凹状の第１の曲線及び第２の側面に向かって凹状の第２の曲線を有し、
第１の曲線は、第２の曲線とは異なっており、
　コアの長手方向軸線は、少なくとも一回、ステムの長手方向軸線と交差しており、
　ブラシのコアは、コアの長手方向軸線に沿ってその自由端部に向かって進む際、ステム
の遠位部分に向かって引き返していないことを特徴とするアプリケータを提供する。
【０００８】
　コアの長手方向軸線の上述の曲線又は曲線部により、ブラシに沿って一定ではない拭き
取り具合を得ることができる。かくして、本発明により、拭き取り後、配合物が特にコア
の長手方向軸線の曲線部のトラフ内に装填されるブラシのゾーンを得ることができる。
【０００９】
　一定ではない拭き取り具合に加えて、本発明により、コアの長手方向軸線を含む平面に
平行な面上においては一様である拭き取り具合を得ることができる。
　例えば三角形である断面のブラシに関し、拭き取り具合が一定の表面を三角形の稜又は
稜線によって定めることができる。稜線は、コアの長手軸線の延びる平面に平行であるの
が良い。
【００１０】
　さらに、本発明の例示の実施形態としてのアプリケータにより、例えば目の隅のところ
の睫毛に接近するのが容易になる一方で、拭き取り済み面を一様に用いてブラシをステム
の長手方向軸線回りに１／４回転させると、睫毛に対するメーキャップの一様な仕上がり
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が得られる。
【００１１】
　「ステムの遠位部分に向かって引き返してはいない」という表現は、ブラシのコアに沿
って進む際、ステムの長手方向軸線上に投影された場合におけるステムからの移動距離が
コアの自由端に近づく際、常に増大するということを意味しているものと理解されるべき
である。
　「ステムの長手方向軸線」という表現は、ステムの直線状遠位部分の長手方向軸線を意
味しているものと理解されるべきである。
【００１２】
　ステムの長手方向軸線との任意の交点のところにおけるコアの長手方向軸線の接線は、
ステムの長手方向軸線とゼロではない角度、特に、５°を超え、それどころか１０°又は
２０°を超える角度をなすのが良い。
　コアに沿う任意の箇所におけるコアの長手方向軸線の接線は、ステムの長手方向軸線と
９０°未満であるのが良く、厳密に言えば９０°未満であり、より良好には８０°未満で
あり又はそれどころか６０°未満である角度をなすのが良い。
【００１３】
　第１の曲線及び第２の曲線の各々は、頂点を有するのが良く、２つの頂点は、ステムの
長手方向軸線の各側に位置する。２つの頂点のいずれも、ステムの長手方向軸線上に位置
する必要はない。コアの長手方向軸線は、第１及び第２の曲線の２つの頂点の各々のとこ
ろにおいてステムの長手方向軸線に接する必要はない。
　第１の曲線と第２の曲線、次の特性、即ち、曲線の種類、例えば円形又は楕円形、曲率
半径、特に曲線の頂点のところの曲率半径のうちの少なくとも一方が互いに異なるのが良
い。
【００１４】
　第１の曲線は、第１の曲率半径の第１の曲率軸線回りに延びるのが良く、第２の曲線は
、第２の曲率半径の第２の曲率軸線回りに延びるのが良く、第１の曲率半径は、第２の曲
率半径とは異なっている。曲線が円弧に一致していない場合、曲率半径は、曲線の頂点の
ところで測定される。
【００１５】
　例示の実施形態では、第１の曲線の頂点のところで測定された第１の曲率半径は、第２
の曲線の頂点のところで測定された第２の曲率半径よりも小さく、第１の曲線は、第２の
曲線よりもステムの遠位部分の近くに位置する。
【００１６】
　第２の曲率半径は、第１の曲率半径とは、少なくとも１０％、それどころか少なくとも
１５％、良好には少なくとも２０％だけ異なるのが良い。
【００１７】
　一例を挙げると、第１の曲率半径の値は、１０ミリメートル（ｍｍ）～１６ｍｍである
のが良く、例えば約１４．４ｍｍである。
　一例を挙げると、第２の曲率半径の値は、２０ｍｍ～３５ｍｍであるのが良く、例えば
約２９ｍｍである。
【００１８】
　所与の曲線の頂点とステムの長手方向軸線との間の距離は、少なくとも第１の曲線及び
第２の曲線に関してゼロではない。
【００１９】
　第１の曲線の頂点とステムの長手方向軸線との間の第１の距離ｄ1と第２の曲線の頂点
とステムの長手方向軸線との間の第２の距離ｄ2の和は、ステムの最も大きな横方向寸法
未満であるのが良く、例えば、ステムの最も大きな横方向寸法未満であって良く、例えば
、ステムの直径未満であって良く、厳密に言えばかかる直径未満であるのが良く、変形例
として、これよりも大きくても良く、厳密に言えばこれよりも大きいのが良い。
【００２０】
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　コアは、ブラシの最も大きな幅方向に平行な平面内又はブラシの最も大きな幅方向に垂
直である平面内において湾曲しているのが良い。
　ブラシのコアは、ステムの遠位部分のハウジング内に挿入されることにより、例えば、
このハウジング内に圧力嵌めされることによりステムの遠位部分に取り付けられるのが良
い。
　ブラシのコアは、これがハウジングを出るやいなや第１の曲率軸線回りに湾曲するのが
良く、変形例では、ステムの遠位部分からゼロではない距離のところで湾曲していても良
い。ブラシは、ステムの遠位部分に連結され、ステムの遠位端からゼロではない距離にわ
たって延びる直線状コア部分を有するのが良い。
　コアの長手方向軸線は、第１の曲線の頂点と第２の曲線の頂点との間に第１の変曲点を
定めるのが良い。変曲点は、オプションとして、ステムの長手方向軸線上に位置しても良
い。
【００２１】
　コアの長手方向軸線は、起伏のある形状を有するのが良く、この長手方向軸線は、第１
の側面に向かって凹状であり、第１及び第２の曲率軸線に平行であるのが良い第３の曲率
軸線回りに湾曲した第３の曲線を有するのが良く、第３の曲率軸線は、第１及び第２の曲
率半径のうちの少なくとも一方に等しくても良く、或いはこれとは異なっていても良く、
特に、これよりも短くても良く又はこれよりも長くても良い第３の曲率半径を有する。
　一例を挙げると、第３の曲率半径の値は、５０ｍｍ～９０ｍｍであるのが良く、例えば
約７０ｍｍである。
【００２２】
　第１の曲線は、第１の長さＬ1にわたってステムの長手方向軸線に沿って延びるのが良
く、この第１の長さＬ1は、第２の曲線が長手方向軸線に沿って延びる第２の距離Ｌ2より
も小さい。
　第１の長さＬ1は、第１に第１の曲線と第２の曲線との間におけるステムの長手方向軸
線とのコアの長手方向軸線の交点Ａと、第２に、ステムの遠位端部との間で測定されるの
が良い。
【００２３】
　第２の長さＬ2は、第１に同じ交点Ａと、第２に、周長に応じて、ブラシの遠位端、ス
テムの長手方向軸線との交点Ｂ（この点は、第２の曲線と第３の曲線との間に位置する）
又は第２の曲線と第３の曲線との間の変曲点との間で測定されるのが良い。
【００２４】
　ブラシは、直線状であり、ステムの長手方向軸線に平行に又はそれどころかこれと整列
して延びる遠位部分を有するのが良い。
　コアの長手方向軸線とステムの長手方向軸線は、ブラシをステムの遠位部分に取り付け
る場所を含まない１つ又は２つ以上の箇所、例えば２つ又は３つの箇所で交差するのが良
い。
【００２５】
　ブラシは、ステムの遠位部分に取り付けられた近位側の第１の端部及びこの第１の端部
から見て遠くに位置する遠位側の第２の端部を有するのが良い。
　ブラシのコアの遠位端部は、ステムの長手方向軸線上に位置しても良く又はこれに対し
てオフセットしていても良い。
【００２６】
　ブラシの剛毛の自由端は、観察の目的で真っ直ぐにされたときにコアの長手方向軸線に
関して円対称である必要はないブラシの包絡面を定める。
【００２７】
　ブラシの包絡面の断面は、コアの長手方向軸線に沿って変化しているのが良い。
　例えば、この断面は、その自由端に向かって減少するのが良く、かくして、包絡面は、
全体として円錐形又は切頭円錐形である形状のものである。
　ブラシの断面の形状は、次のリスト、即ち、円形、非円形、長円形、楕円形、多角形、
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特に正方形、長方形又は三角形から選択されるのが良いが、このリストは、本発明を限定
するものではない。
【００２８】
　例示の変形実施形態では、ブラシは、少なくとも１つの断面のところで又はその長さの
大部分にわたり若しくはその全長にわたってその厚さと同程度の幅のものであるのが良い
。
　例示の変形実施形態では、ブラシは、長円形である断面を有するのが良い。
【００２９】
　ブラシの最も大きな幅は、最も大きな幅を測定した場所と同じコアの長手方向軸線上の
場所で測定されたその厚さよりも少なくとも３ｍｍだけ大きいのが良い。
　ブラシの厚さは、２ｍｍ～７ｍｍであるのが良く、良好には２．５ｍｍ～６．５ｍｍで
あり、或いは３ｍｍ～６ｍｍであり又は３．５ｍｍ～５．５ｍｍである。ブラシの断面の
最も大きな寸法は、５ｍｍ～１３ｍｍであるのが良く、或いは７ｍｍ～１１ｍｍであるの
が良く、良好には８ｍｍ～１０ｍｍである。
【００３０】
　ブラシは、２つの反対側の主面を備えるのが良く、これら主面相互間の間隔は、ブラシ
の厚さを定める。主面は、平面であり且つ互いに平行であるのが良い。主面は、コアの長
手方向軸線を含む平面に平行であるのが良い。
　ブラシは、剛毛を収納保持する撚りコアを有するのが良い。
【００３１】
　一例を挙げると、ブラシは、一ターン当たり９～１００本の剛毛を有するのが良く、良
好には、一ターン当たり１０～８０本の剛毛を有するのが良い。一ターン当たりの剛毛の
本数は、剛毛がそのコア回りに１８０°回る間に静止状態の観察者によって計数される剛
毛端の数に一致している。
【００３２】
　変形例では、ブラシは、単一部品として例えば成形により、特に射出成形により又は剛
毛をコア上に成形することにより作られるのが良い。かかる成形ブラシは、「くし」とい
う用語で示される場合もあり、剛毛は、「歯」という用語で示される場合もある。
【００３３】
　本発明の意味において、「剛毛」という用語は、コアによって支持された任意の個々の
突出要素を意味するものと理解されるべきである。「剛毛」、「突出要素」又は「歯」と
いう用語は、「剛毛」という用語が例えば撚りコア型ブラシの場合にコアに取り付けられ
た突出要素を指示するよう通常用いられる場合であっても、互換性があり、「歯」という
用語は成形によって作られたブラシ又はくしのアプリケータ要素を指示するよう用いられ
る場合が多い。
【００３４】
　成形ブラシの形態は、成形のために用いられる金型の形状によって得られ、或いは、変
形例では、コアは、脱型中、コアを撚ることにより、特に材料が依然として高温状態にあ
る間、変形可能であるのが良い。
【００３５】
　アプリケータのコアは、多角形、例えばオプションとして正多角形、例えば三角形、正
方形、長方形、五角形、六角形、七角形又は八角形の形状の断面のものであるのが良い。
コアの面は、平らであっても良く、僅かに凹状であっても良く、僅かに凸状であっても良
い。
　コアは、３～８個の長手方向面又は３～６個の長手方向面を有するのが良い。
　コアの長手方向面は、尖鋭な縁により分離されるのが良い。
　歯は、任意形状のものであって良い。
【００３６】
　ステムは弾性変形可能な遠位部分を有するのが良い。一例を挙げると、遠位部分は、剛
性である材料で作られるのが良いステムの残部に取り付けられた端部品（エンドピース）
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により形成されるのが良い。端部品は、これに可撓性を与える１つ又は２つ以上の環状溝
を有するのが良い。
　ステムは、遠位部分から見て遠くに位置し、アプリケータの取っ手が連結された近位部
分を有するのが良い。
【００３７】
　本発明は又、睫毛又は眉毛への塗布のための配合物を収容した容器及び上述したような
アプリケータを有するアプリケータ付き包装器具を提供する。
　この器具は、ブラシを容器から取り出している間にブラシを拭き取るワイパー部材を有
するのが良く、このワイパー部材は、例えば容器のネックに設けられる。
【００３８】
　アプリケータの取っ手は、容器を閉鎖するクロージャキャップとしての役目を果たすの
が良い。一例を挙げると、これらは、ねじ締結により互いに協働するのが良い。容器及び
クロージャキャップは、容器を漏れが生じないように閉鎖するような仕方で形成されるの
が良い。
【００３９】
　本発明は又、上述したようなアプリケータの撚りコア型ブラシを製造する方法を提供し
、この方法では、コアを第１の曲率半径及び第２の曲率半径を備えた少なくとも２つの曲
率軸線回りに湾曲させ、２つの曲率軸線は、場合によっては、互いに平行であり、２つの
曲率半径は、場合によっては互いに異なる。
　本発明は又、化粧用処理方法、特にメーキャップを睫毛又は眉毛に塗布する方法に関し
、この方法は、配合物を上述したようなアプリケータにより睫毛又は眉毛に塗布するステ
ップを有する。
【００４０】
　本発明は、その非限定的な実施形態に関する以下の詳細な説明を読むと共に添付の図面
を参照すると良好に理解できる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明のアプリケータ付き包装器具の実施形態を示す部分軸方向断面概略側面図
である。
【図２】図１の器具のアプリケータを示す概略部分斜視図である。
【図３】図２の垂直方向ＩＩＩに沿って見た場合の図１及び図２のアプリケータを示す部
分図である。
【図４】図２の垂直方向ＩＶに沿って見た場合の図１及び図２のアプリケータを示す部分
図である。
【図５】図２のＶ‐Ｖ線矢視概略部分断面図である。
【図６】図３に類似した図であり、変形実施形態を示す図である。
【図６ａ】図２に類似した図であり、変形実施形態を示す図である。
【図７】とりわけ本発明のアプリケータを得ることができるようにするブラシ素材の包絡
面の一例の縦断面図である。
【図８】とりわけ本発明のアプリケータを得ることができるようにするブラシ素材の包絡
面の別の例の縦断面図である。
【図９】とりわけ本発明のアプリケータを得ることができるようにするブラシ素材の包絡
面の別の例の縦断面図である。
【図１０】とりわけ本発明のアプリケータを得ることができるようにするブラシ素材の包
絡面の別の例の縦断面図である。
【図１１】とりわけ包絡面の断面の例を示す図である。
【図１２】とりわけ包絡面の断面の例を示す図である。
【図１３】とりわけ包絡面の断面の例を示す図である。
【図１４】とりわけ包絡面の断面の例を示す図である。
【図１５】とりわけ包絡面の断面の例を示す図である。
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【図１６】とりわけ包絡面の断面の例を示す図である。
【図１６ａ】とりわけ包絡面の断面の例を示す図である。
【図１６ｂ】とりわけ包絡面の断面の例を示す図である。
【図１６ｃ】とりわけ包絡面の断面の例を示す図である。
【図１７】とりわけ包絡面の断面の例を示す図である。
【図１８】とりわけ包絡面の断面の例を示す図である。
【図１９】とりわけ包絡面の断面の例を示す図である。
【図２０】とりわけ包絡面の断面の例を示す図である。
【図２１】とりわけ包絡面の断面の例を示す図である。
【図２１ａ】とりわけ包絡面の断面の例を示す図である。
【図２１ｂ】とりわけ包絡面の断面の例を示す図である。
【図２２】剛毛の断面の一つの例を示す図である。
【図２３】剛毛の断面の別の例を示す図である。
【図２４】剛毛の断面の別の例を示す図である。
【図２５】剛毛の断面の別の例を示す図である。
【図２６】剛毛の断面の別の例を示す図である。
【図２７】剛毛の断面の別の例を示す図である。
【図２８】剛毛の断面の別の例を示す図である。
【図２９】剛毛の断面の別の例を示す図である。
【図３０】剛毛の断面の別の例を示す図である。
【図３１】剛毛の断面の別の例を示す図である。
【図３２】剛毛の断面の別の例を示す図である。
【図３３】剛毛の断面の別の例を示す図である。
【図３４】剛毛の断面の別の例を示す図である。
【図３５】剛毛の断面の別の例を示す図である。
【図３６】剛毛の断面の別の例を示す図である。
【図３７】剛毛の断面の別の例を示す図である。
【図３８】剛毛の断面の別の例を示す図である。
【図３９】剛毛の断面の別の例を示す図である。
【図４０】起伏のある剛毛の側面図である。
【図４１】剛毛の一つの例の部分略図である。
【図４２】剛毛の別の例の部分略図である。
【図４３】剛毛の別の例の部分略図である。
【図４４】剛毛の別の例の部分略図である。
【図４５】左撚りの撚りコアを示す図である。
【図４６】右撚りの撚りコアを示す図である。
【図４７】２つの個々の撚りコアを互いに撚り合わせることにより形成された二重コアを
示す略図である。
【図４８】可撓性である遠位部分を備えたステムを製作する手段を示す図である。
【図４９】可撓性である遠位部分を備えたステムを製作する手段を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００４２】
　図１は、アプリケータ付き包装器具１を示しており、この器具は、睫毛又は眉毛に塗布
可能な配合物Ｐ、例えばマスカラを収容した入れ物２及びアプリケータ３を有し、このア
プリケータは、例えば円形断面のステム４を有し、このステムは、その遠位部分４ａにブ
ラシ５を有し、このステムは、その近位端部が取っ手６に連結され、この取っ手は又、入
れ物２を閉鎖するクロージャキャップとなっている。入れ物は、例えば入れ物のネック８
内に挿入されたエラストマー製の部品により構成されたワイパー部材７を備えている。ワ
イパー部材７は、オプションとして、従来型のものであって良く、確かに、このワイパー
部材は、調節可能であるのが良い。
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【００４３】
　検討中の実施形態では、ステム４は、アプリケータが入れ物に定位置で取り付けられて
いるとき、入れ物２のネック８の軸線と一致すると共にその遠位部分４ａの長手方向軸線
と一致した直線状長手方向軸線Ｘを備えている。
【００４４】
　図示の実施形態では、ワイパー部材７は、ステム４の直径に実質的に一致した直径を有
する円形断面のワイパーオリフィス９を有している。
　取っ手６は、図示のように円筒形であるのが良く、或いは、変形例として、取っ手は、
ブラシを取っ手に対して割送りすることができるようにする少なくとも１つの平坦部及び
／又は標識を有するのが良い。
【００４５】
　ブラシ５は、２本の撚り金属ストランドにより形成されたコア１０を有し、かくして、
コアは、熱可塑性材料で作られたコアではなく、コア１０は、ステム４のハウジング内に
嵌め込まれ、例えば、ハウジング内に圧力嵌めされた近位部分を有する。一例を挙げると
、２本のストランドは、線材を半分に折り曲げることにより得られる。
【００４６】
　コアのストランドには、左撚り又は右撚りが与えられるのが良い。コアのストランドの
直径は、例えば０．３５ｍｍ～１ｍｍであるのが良い。ブラシは、左撚りを呈するのが良
い。図４５は、左撚りが施されたコアを有するブラシ５を示し、図４６は、右撚りが施さ
れたコアを有するブラシを示している。この点に関し、欧州特許第０６１１１７０号明細
書を参照すると有用な場合がある。
　ブラシのコア１０は、湾曲している長手方向軸線Ｙに沿って延びている。
【００４７】
　ブラシのコアは、図３に示されているように、少なくとも２つの曲線、即ち、第１に、
第１の曲率半径ｒ1を備えた第１の曲率軸線Ｃ1回りの曲線及び第２に第２の曲率半径ｒ2

を備えた第２の曲率軸線Ｃ2回りの曲線を描いている。曲率半径は、それぞれ、２つの曲
線の頂点Ｓ1，Ｓ2のところで測定されている。
【００４８】
　図示の実施形態では、コアＹの長手方向軸線は、全体が一平面内に延びており、曲率軸
線Ｃ1，Ｃ2は、互いに平行である。
【００４９】
　図１～図５に示されている実施形態のブラシを軸線Ｘ回りに９０°回すと、長手方向軸
線Ｙは、図４に示されているように直線状に見える。というのは、この軸線は、図１の平
面に垂直であり且つ図３の平面図である単一の平面内において延びているからである。
　さらに、図示の実施形態では、第１の曲率半径ｒ1は、第２の曲率半径ｒ2よりも短く、
第１の曲率軸線Ｃ1は、第２の曲率軸線Ｃ2よりもステム４の第１の端部４ａの近くに位置
している。
【００５０】
　第１の直線の頂点Ｓ1と軸線Ｘとの間で測定された距離ｄ1は、第２の曲線の頂点Ｓ2と
軸線Ｘとの間で測定された距離ｄ2よりも小さい。
　ブラシのコアの長手方向軸線Ｙは、図２及び図３に示された交点Ａを定めるようステム
の長手方向軸線Ｓと協働する。
【００５１】
　図３の実施形態の場合と同様、交点Ａとステムとの間で測定された長さＬ1を提供する
ことが可能であり、この長さＬ1は、交点Ａとブラシの遠位端との間で測定された距離Ｌ2

よりも小さい。
　加うるに、図示の実施形態の場合と同様、ブラシのコアも又、コアが収納されているス
テム４のハウジングからコアが出るやいなや湾曲するのが良い。
【００５２】
　図６は、長手方向軸線Ｙと長手方向軸線Ｘの３つの交点Ａ，Ｂ，Ｃを定める本発明のア
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プリケータを示しており、ブラシは、これに起伏のある形状を与える３つの連続した曲線
を含む。
【００５３】
　コア１０は、図３及び図４で理解できるように、コア１０の撚りストランド相互間にク
ランプされることにより保持されていて、コアから実質的に放射状に延びる剛毛１１を備
えている。
【００５４】
　図２は、ブラシ５の剛毛１１の自由端によって定められた包絡面Ｅを示している。図示
のように、包絡面Ｅの断面は、正方形であるのが良い。
【００５５】
　ブラシ５は、図４で理解できるように、軸線Ｘに実質的に平行に延びる２つの反対側の
互いに平行な面１２及び図３で理解できるようにステムの軸線Ｘに平行には延びていない
２つの反対側の面１３を備えるのが良い。
【００５６】
　図示の実施形態では、包絡面Ｅは、コア１０に対して心出しされているが、このように
なっていなくても本発明の範囲を超えることはなく、ブラシ５の包絡面Ｅは、場合によっ
ては、コア１０に対して心ずれ状態にある。さらに、包絡面Ｅの断面は、正方形以外の形
状のものであって良い。
【００５７】
　ブラシ５のコア１０は、ステム４の外部に位置したコア１０の実質的に目に見える全体
に沿って剛毛１１を支持するのが良い。変形例では、コア１０は、ステム４から或る特定
の距離にわたって剛毛がなくても良い。
【００５８】
　包絡面Ｅは、例えばピラミッド又は円錐の形状に切頭された遠位部分を備えるのが良く
、同じことは、ブラシ５がワイパー部材７を通過するのを容易にするようステム４の近位
部に当てはまる場合がある。
【００５９】
　ブラシ５を製作するため、例えば、ステムの軸線Ｘを中心とする回転面である包絡面の
ブラシ素材で始まることが可能であり、ブラシブランクのコアの長手方向軸線は、直線状
であり且つ軸線Ｘと整列状態にある。
【００６０】
　第１のステップは、円形ではない断面が得られるよう素材を機械加工し、例えば、面１
２，１３を平らに且つ互いに平行に形成することが可能である。一例を挙げると、平らな
面１２，１３を形成するように、カッターヘッドをステムの長手方向軸線に垂直である回
転軸線回りに回転させることによりブラシを切断することが可能である。
【００６１】
　ブラシの製造中、第１の側面を機械加工し、次に、ブラシを回して次の側面を機械加工
することが可能である。変形例では、ブラシに対して動くのはカッターヘッドであるのが
良く、又は、動くのがカッターヘッドブラシの両方であっても良い。
　素材をコアがステムに取り付けられた後でも切断することができる。変形例では、ブラ
シをステムに取り付ける前に機械加工しても良い。
【００６２】
　第２のステップでは、コアをブラシ５のコア１０の湾曲の中心である互いに異なる半径
の１つ又は２つ以上のテンプレートを同時に又は連続して用いてそれぞれ第１の曲率半径
ｒ1及び第２の曲率半径ｒ2を備えた第１の曲率軸線Ｃ1及び第２の曲率軸線Ｃ2回りに湾曲
させるのが良い。
　メーキャップを施すため、ユーザは、アプリケータをねじ戻してブラシ５を入れ物２か
ら取り出す。
【００６３】
　ユーザは、配合物Ｐを睫毛又は眉毛に塗布すると共に／或いは睫毛又は眉毛を比較的一
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様な仕方でくしけずるためにステム４の軸線Ｘに平行である面１２のうちの一方を用いる
のが良い。
　また、ユーザは、ブラシ５をその軸線Ｘ回りに、即ち、図示の実施形態では、９０°回
すことができ、ユーザは、例えば特に目の隅のところの睫毛の端部にメーキャップを施す
よう配合物を非一様な仕方で塗布するために湾曲状態の面１３を用いることができる。
【００６４】
　面のうちの一方、例えば湾曲面１３又は面１２を取っ手の平坦部及び／又は標識に対し
て割送りすることができる。一例を挙げると、取っ手の断面は、図６ａに示されているよ
うにブラシの断面に一致して正方形であるのが良い。
　当然のことながら、本発明の範囲から逸脱することなく、種々の改造をアプリケータ、
特にブラシに施すことができる。
【００６５】
　図１～図５の実施形態では、当初、回転体であるブラシ素材が用いられる。
　これはそうでなくても良く、当初縦断面が他の何らかの形状を備えた素材を用いても良
い。
【００６６】
　一例を挙げると、素材の縦断面は、図７に示されているように三角形又は台形であって
も良く、図８に示されているように砂時計形であっても良く、図９に示されているように
レンズ形であっても良く、或いは、図１０に示されているように長方形であっても良い。
　加うるに、ブラシ５の包絡面Ｅは、図１～図５に示されているように正方形である断面
を有しても良い。変形例では、ブラシの包絡面Ｅは、その長さに沿う少なくとも１つの箇
所に、図１１～図２１、図１６ａ～１６ｃ及び図２１ａに示されているように、断面が別
の形状を備えていても良い。
【００６７】
　一例を挙げると、ブラシ５の包絡面Ｅの断面は、図１１に示されているように長方形で
あっても良く、図１２に示されているように三角形であっても良く、図１３に示されてい
るようにレンズ形であっても良く、図１４に示されているように半楕円形であっても良い
。
　また、包絡面の断面は、図１５に示されているように菱形であっても良く、図１６に示
されているように台形であっても良い。
　ブラシの断面は、図１６ａに示されているような突出部又は図１６ｂ及び図１６ｃに示
されているような凹みを有しても良い。
【００６８】
　上述の例示の実施形態の全てに関し、面１２は、平らであるが、面１２が非直線状の準
線に沿って長手方向軸線Ｘに平行に動く母線によって定めることは本発明の範囲から逸脱
しない。
【００６９】
　一例を挙げると、図１７は、軸線Ｘに平行な母線を備えた少なくとも１つの凹状面１２
を有するブラシを示し、図１８は、少なくとも１つの凸状面１２を備えたブラシを示して
いる。図１８では、ブラシは、コアに沿う少なくとも１つの箇所が長円形である、特にレ
ンズ形である断面の包絡面を備えるのが良いことが理解できる。
【００７０】
　さらに変形例では、ブラシの断面は、図１９に示されているような凹状側面又は図２０
に示されているような互いに反対側の凹状側面を有しても良い。
【００７１】
　ブラシの断面は又、図２１に示されているような翼形であっても良い。
　一般に、ブラシは、オプションとしてその長さの大部分にわたり、又はその全長にわた
り一定である断面を有しても良い。ブラシ断面は、図２１ａに示されているようにその自
由端部に向かって減少しても良く、かくして、ブラシは、全体として円錐形又は切頭円錐
形のものである。
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　ブラシの断面は、図２１ｂに示されているように、断面で見てブラシのコアに対して心
ずれ状態であっても良い。
【００７２】
　任意の種類の剛毛を本発明に従って製作されたブラシに用いることができる。特に、種
々の剛毛の混合物を用いることが可能である。
　一例を挙げると、図示のブラシは、直径が６５マイクロメートル（μｍ）～４００μｍ
の円形断面の剛毛を備えている。
【００７３】
　円形である又は図２２～図３９に概略的に示されている形状のうちの１つ、例えば、図
２２に示されているような平坦部を備えた円の形、図２３に示されているような扁平な形
、図２４に示されているような星形、例えば十字形、図２５に示されているような３つの
枝を備えた形状、図２６に示されているようなＵ字形、図２７に示されているようなＨ形
、図２８に示されているようなＴ字形、図２９に示されているようなＶ形、図３０に示さ
れているような中空の形状、例えば円形又は図３１に示されているような正方形、図３２
に示されているような分枝を形成する形状、例えば雪片形、図３３に示されているような
プリズム形断面の形状、例えば三角形、図３４に示されているような正方形、図３５に示
されているような六角形、図３６に示されているような長円形、特にレンズ形、図３７に
示されているような砂時計形（鼓形）を備えた断面の中実又は中立剛毛を用いることが可
能である。図３８に示されているように、互いに対してヒンジ止めされた部分を有する剛
毛を用いることが可能である。また、図３９に示されているように少なくとも１つの毛管
状チャネル３６を備えた剛毛を用いることが可能である。
【００７４】
　コアの撚りストランド相互間に保持された剛毛１１は、コアのストランド相互間の定位
置に配置される前に、オプションとして直線的な形状、例えば図４０に示されているよう
な起伏のある形状を備えていても良い。
　剛毛の端部に図４１に示されているようなビード３７又は図４２に示されているような
スパイク３８を形成するようになった処理を剛毛に施しても良い。
【００７５】
　図４３に示されているようなフロック加工剛毛又は図４４に示されているような微小の
凹凸を剛毛の表面に与え若しくは剛毛に磁性又は他の性質を与えるよう粒子３９、例えば
吸湿材料の粒子から成る充填剤を収容したプラスチック材料を押し出すことにより作られ
た剛毛を用いることが可能である。
　ブラシは、磁化性であっても良く又は磁化可能であっても良い。
　剛毛は又、滑り性及び／又はばね性を備えた材料で作られても良い。
【００７６】
　剛毛は、天然であっても良く合成であっても良く、剛毛は、例えば、ＰＥ、ＰＡ、特に
ＰＡ６、ＰＡ６／６、ＰＡ６／１０又はＰＡ６／１２、Hytrel（登録商標）、Pebax（登
録商標）、シリコーンゴム、ＰＵから選択された材料で作られても良く、このリストは、
本発明を限定するものではない。
　ブラシの剛毛、特にこれらの端部に研磨処理、研削処理、型打ち処理又は熱溶融処理を
施しても良い。
　剛毛は、互いに交差していても良い。
【００７７】
　剛毛は、例えば米国特許出願公開第２００４／０１６８６９８号明細書に記載されてい
るように配向状態でコアから延びる湾曲剛毛を備えた少なくとも一部分を有しても良い。
「配向状態で延びる」という表現は、湾曲した剛毛がブラシの製造中に定められた全体的
配向状態で延び、これらが完全にランダムな配向状態で延びることはないということ意味
している。具体的に説明すると、剛毛は、コアの周りに同一の円周方向に配向されるのが
良い。剛毛を高温状態の表面、特にブラシに対して動く表面と接触することにより湾曲さ
せるのが良い。
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【００７８】
　ブラシは、例えば２つの隣り合うターン相互間に係合した少なくとも２つの変形剛毛を
有するのが良く、各剛毛は、米国特許出願公開第２００４／０２４０９２６号明細書に記
載されているように、材料の除去部を備え又はコアからその長さに沿う少なくとも１箇所
が平らになっていて、この箇所から外方に、非放射状に延びる。各変形剛毛は、２つの直
線状部分を有するのが良く、これらの間には曲がり部が形成される。２つの直線状部分は
、同一断面を有するのが良い。変形剛毛の全ては、全てがコアから実質的に同一経路のと
ころに位置した曲がり部を有するのが良い。
【００７９】
　変形例では、コアを製作するため、それ自体撚られて剛毛を捕捉する二重線材を用いる
ことが可能であり、それにより、剛毛の自由端部の分布状態をランダムにすることができ
る。ブラシは又、図４７に示されているように各々が剛毛を備えた２つの撚りコアを撚り
合わせることにより形成できる。２つの個々のコアの各々は、Ｕ字形の状態に折り曲げら
れた単一の撚りコアのそれぞれの枝によって構成されるのが良く、次に、２つの枝を撚り
合わせる。
【００８０】
　ステム５は、その端部に、図４８に示されているように、弾性変形可能な端部品８０を
備えるのが良く、この部品は、ブラシのコアに対する支持体としての役目を果たし、図４
９に示されているようにブラシが容器から取り出されている間又は塗布中、或る量の角度
的隙間を残す。端部品は、例えば溝８１を有する。一例を挙げると、端部品は、欧州特許
出願公開第１９１７８８３（Ａ２）号明細書に記載されているようなものであり、この端
部品は、少なくとも一部が次のリスト、即ち、エラストマー材料、熱可塑性樹脂、熱可塑
性エラストマー、低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）、ポリウ
レタン（ＰＵ）、熱可塑性エラストマーポリエステル、特にエステル型ポリテトラメチレ
ンオキシドグリコール及びブテンテレフタレートのコポリマー、Hytrel（登録商標）、エ
チレンプロピレンジエンターポリマー（ＥＰＤＭ）、プロピレンジエンターポリマー（Ｐ
ＤＭ）、エチルビニルアセテート（ＥＶＡ）、スチレンイソプレンスチレン（ＳＩＳ）、
スチレンエチレンブチレンスチレン（ＳＥＢＳ）、スチレンブタジエンスチレン（ＳＢＳ
）、ラテックス、シリコーンゴム、ニトリルゴム、ブチルゴム、ポリウレタン、ポリエス
テルブロックアミド、ポリエステルから選択された材料で作られるのが良く、このリスト
は、本発明を限定するものではない。端部品は、ショアＡスケール硬度（ＳｈＡ）で２５
からショアＤスケール硬度（ＳｈＤ）で８０までの範囲、例えば４０ＳｈＡ～７０ＳｈＤ
の硬さを有する材料で作られるのが良い。ステムの剛性部分は、熱可塑性材料、特に、次
のリスト、即ち、高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）、ＬＤＰＥ、線状ポリエチレン（ＰＥ
）、多結晶（ＰＴ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリオキシメチレン（ＰＯＭ）、ポリア
ミド（ＰＡ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）及びポリブチルテレフタレート（
ＰＢＴ）から選択された材料の１つで作られるのが良いが、このリストが全てではない。
　当然のことながら、本発明は、上述の実施形態には限定されない。
【００８１】
　ブラシは、アプリケータ内にオプションとして取り外し可能な仕方で設けられ、特に取
っ手に取り付けられた振動発生器によるか例えばユーザの指に取り付けられたバイブレー
タ要素によるかのいずれかにより振動するようになっていても良い。
【００８２】
　振動発生器は、仏国特許第２８８２５０６号明細書に記載されている。振動により、睫
毛の良好な分離を得ることができ、しかも、繊維入りの配合物を用いた場合、繊維の良好
な配向状態を得ると共に／或いはアプリケータが配合物を拾い取るのを容易にすることが
できる。配合物を拾い取っている間、アプリケータ要素に振動源から振動を与えるのが良
く、それにより、アプリケータ要素上に一様な配合物装填状態を得ることが可能である。
【００８３】
　ブラシは、断面で観察すると、コアが中央に位置するのが良い。変形例として、コアは
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、ブラシの断面において心ずれ状態であっても良い。
　起伏のあるリップにより構成されたワイパーオリフィスを有するワイパー部材を用いて
も良い。
　ブラシは、ブラシのコアまで延びるのが良い１つ又は２つ以上の切欠きを有しても良い
。
　原文明細書において“comprising a”（翻訳文では、「～を有する」又は「～を含む」
と訳している場合が多い）という表現は、“comprising at least one”と同義であると
理解されるべきである。
【符号の説明】
【００８４】
　１　アプリケータ付き包装器具
　２　入れ物
　３　アプリケータ
　４　ステム
　５　ブラシ
　６　取っ手
　７　ワイパー又は拭き取り部材
　８　ネック
　９　ワイパーオリフィス
　１０　コア
　１１　剛毛
　１２，１３　面
　Ｐ　配合物

【図１】 【図２】

【図３】
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